
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  調整対象固定資産と消費税                 

Ｑ：私は、課税事業者を選択した後１年目

と３年目に調整対象固定資産を取得しました。

この場合、次の年から簡易課税を選択するこ

とはできますか？                                     

                                              

Ａ：今年に簡易課税選択事業者選択届出書

を提出すれば、来年は簡易課税を選択するこ

とができます。 

【解説】 

消費税は、課税事業者を選択した事業者が

課税事業者となった後２年の間に調整対象固

定資産を取得等(課税仕入れ等)した場合には、

その課税仕入れ等を行った課税期間から３年

間は免税事業者になれず、また簡易課税制度

を選択することもできないこととなっていま

す。 

お尋ねの場合は、次のようになっています。 

 H26 免税事業者→課税事業者選択届出書提出 

 H27 課税事業者→調整対象固定資産を取得 

 H28 課税事業者(２年目) 

  H29 課税事業者(３年目)→調整対象固定資産

を取得 

この規定は、課税事業者となった後２年の

間に調整対象固定資産を取得等した場合に、

その取得等した年から３年間は免税事業者に

もなれず、簡易課税制度を適用することもで

きないというものですので、平成29年までは、

免税事業者にもなれず、簡易課税制度も適用

できませんが、平成29年に取得等した調整対

象固定資産はこの対象になりませんので、平

成29年中に簡易課税選択届出書を提出すれば

H30年から適用を受けることができます。 
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